
別記第3号様式(第3条関係)

　契約の名称　 町民会館舞台・照明・音響等操作業務委託

　履行場所　 聖籠町町民会館

　履行期間 令和9年3月31日まで

円 円

円 円

令和ー年ー月ー日 午前ー時ー分

本件は、通年での貸館対応が必要となります。貸館対応にあたっては、事前に人員の確保や機器
類の準備が必要であり、専門的知識･技術を要する特殊業務の為、業務に関する相応の経験と知
識が必要とされ、履行できるものが平成7年から業務を受託しており、機材等の不備等があった
場合、随時適正に出来得る範囲内で簡易修繕を行うなど、会館資機材にも精通している新潟照明
技研株式会社に限られるため、新潟照明技研株式会社と聖籠町財務規則第141条第3項及び地方自
治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき一者随意契約とするものです。

上　記　見　積　者　を　指　名　し　た　理　由

備考　当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の契約金額である。

　見積日時

5,670,000円 契約の相手方に決定 新潟照明技研㈱

以下余白

見積結果表(随意契約)

予定価格 制限価格

見積額 記事 入札者

見積書比較
予定価格

見積書比較
制限価格

6,237,000

5,670,000

ー

ー



別記第4号様式(第3条関係)

　

　契約の名称 町民会館舞台・照明・音響等操作業務委託

　履行場所 聖籠町町民会館

　種　　別 委託

契約の概要

　契約の相手方

住　所 新潟県新潟市東区長者町１５番４２号

商号又は名称 新潟照明技研㈱

　履行期間　(自)　 令和８年４月１日

　　　　　　(至)　 令和９年３月３１日

　契約金額 6,237,000円

契　約　締　結　結　果　表

１．履行場所　　聖籠町町民会館
２．契約期間　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
３．業務内容

①聖籠町文化会館を利用する催し物にかかわる運行業務。
②聖籠町文化会館以外の町民会館施設について、文化会館同様に運行業務に
従事する。
③聖籠町文化会館自主事業及び自主事業に準じる事業について必要に応じ、
軽易な照明・音響操作する。


